
大和郡山市立地域スポーツ会館体育館照明修繕

入札仕様書

大和郡山市

産業振興部

スポーツ推進課

令和4年５月18日
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1 件名

4
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8 入札参加資格

9

施工仕様書（8ページから10ページ）による

開札日時
及び場所

大和郡山市役所　3階　30４会議室

詳細仕様

大和郡山市立地域スポーツ会館体育館照明修繕

実施期限

入札書提示額 本仕様書記載の内容・期限を前提とした納入業務の総金額（消費税及び地方消費
税、その他一切の費用を含んだ金額を入札書に記入し提示すること）。

大和郡山市馬司町地内他

別紙のとおり規格・数量

実施場所

令和4年9月30日(金)

令和4年6月17日(金) 10:00

（工期については、施工仕様書6を参照）

入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。

（１）大和郡山市の令和４年度・令和５年度の物品購入・委託業務等業者登録（指名競争入
札参加資格者名簿）に登載されている者で、市内に本店支店を有する事業者

（２）建設業法第３条の規定による建設業（電気工事業）の許可を受けている者

（３）過去２年間において官公庁と同規模・同程度の電気設備設置及び改修業務の契約実
績を有する者であること。

（４）国税・地方税の滞納のない者であること。（加えて当市の市民税の滞納のない者である
こと。）

（５）地方自治法施行令第167条の４の規定により一般競争入札への参加を排除されていな
い者であること。

（６）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更正手続開始の申立がなされていない
者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立がなされている
者（会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の
決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。

  （７）事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。

（８）下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。
①代表役員等若しくは一般役員等が，暴力団の関係者であると認められる、又は暴力団
関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。
②代表役員等又は一般役員等が、自社，自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は
第三者に損害を加える目的をもって，暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどして
いると認められる。
③代表役員等又は一般役員等が，暴力団，暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しく
は運営に実質的に関与していると認められる法人，組合等に資金その他の財産上の利益
を提供しており，又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力
若しくは関与していると認められる。
④代表役員等又は一般役員等が，暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき
関係を有していると認められる。
⑤代表役員等又は一般役員等が，暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に
実質的に関与していると認められ，若しくは④に該当することとなる法人，組合等であること
を知りながら，これを利用するなどしていると認められる。

（９）ホームページの閲覧及び電子メールの送受信が可能である者であること。
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入札仕様書等はホームページよりダウンロードのこと。
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入札仕様書を
交付する場所

大和郡山市立地域スポーツ会館体育館照明修繕入札仕様書
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11

誓約書兼承諾書（以下「誓約書兼承諾書｣という。）、および下記の（１）③に記載される書類を

10
入札参加資格
の確認方法

（４）提出方法　持参又は郵送によること。なお郵送については当日必着

（５）入札参加資格の確認

申請書及び確認資料の提出のあった者（以下｢申請者｣という。）には、令和4年6月3日まで
に、次に掲げる事項を記載した結果確認通知書を通知する。

ア　入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨

イ　入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格がない旨及びその理由

　　②　暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書

　　③　過去2年間（令和２～４年度）の同種契約の実績表　(国・都道府県・市町村対象）

　　　　（※当該契約書の写添付要）

（２）提出期間　令和4年6月3日（金）17時まで

（３）提出場所　〒639-1198　大和郡山市北郡山町248番地4　大和郡山市産業振興部ｽﾎﾟｰ
ﾂ推進課

提出しなければならない。なお、期限までに規定の書類を提出しない者又は入札参加資格が

ないと認められた者は、この一般競争入札に参加することができない。

（１）提出書類

　　①　一般競争入札参加申請書

　この入札に参加を希望する者は、８に掲げる入札参加資格を有することの確認を受ける

ため、条件付一般競争入札申請書（以下｢申請書｣という。）及び暴力団に関与のない旨等の

（１）仕様書等の内容について質問がある場合は、次のとおり電子メールにより提出する
　　　こと。

仕様書の質問

ア　提出期間　令和4年5月31日（火）　17時まで

（６）その他

ア　申請書及び確認資料の作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とする。

イ　市長は、提出された申請書及び確認資料を入札参加資格の確認以外に申請者に無断
で使用しない。

ウ　提出された申請書及び確認資料は返却しない。

イ　送信先　　大和郡山市産業振興部スポーツ推進課

ウ　提出先アドレス　　sports@city.yamatokoriyama.lg.jp

（２）　（１）の回答については、質問書の提出があった場合のみ、回答書をホームページ
　　　にて公開する。

ア　回答期限　令和4年6月3日（金）
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入札書の郵送
期限

入札上の注意
　（ 入札の基本的事項）
１　入札者は、地方自治法（ 昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（ 昭和22年政令第
16号）、その他関係法令、及び仕様書、図面その他契約に必要な条件を承諾のうえ、入札
すること。
　（公正な入札の確保）
２　入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（ 昭和22年法律第54号） 
に抵触する行為を行ってはなりません。
　（消費税及び地方消費税に伴う入札金額の記入方法）
３　入札書は、見積もった契約希望金額（消費税及び地方消費税、その他一切の費用を含
んだ金額）を記入すること。

（４）支払条件　納入が適正に行われた後、落札者が適正に提出した請求書に基づき、

　　　　　　　　　　受理した日から起算して30日以内に、契約金額を支払うものとする。

（５）最低制限価格　設定しない。

令和4年6月16日（木）　17時までに必着
簡易書留郵便で送付すること

入札手続等
(1)入札保証金　671,000円（金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手）を下記期日
　　までに支払うこと。ただし、大和郡山市契約規則第6条各号に規定される場合は、
　　これを免除とする。

　　支払期日：令和4年6月17日（金）　10：00まで　（当日開札前に支払）　

　　様式は末尾を参照のこと。

（３）契約書作成の要否　　　要

　　落札者の決定後ただちに還付する。ただし、落札者に係る入札保証金は契約保証金に
　　充当する。

（2）契約保証金　落札者は大和郡山市契約規則第21条に規定する契約保証金（契約金額
の10％以上）を支払わなければならない。ただし、同規則第22条各号に該当する場合は
これを免除とする。

（送付先は10.（３）に同じ）

（入札保証金免除規定）

大和郡山市契約規則（抄）

第6条 第4条第1項の規定による入札保証金は、次の各号に掲げる場合においてその全部又は

一部を免除することができる。

（省略）

(2)令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去２年間に本市又は他の官公庁と種類及び規

模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者に

ついて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

（省略）

（契約保証金免除規定）

大和郡山市契約規則（抄）

第22条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免

除することができる。

（省略）

(3)競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去２年間に本

市又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをす

べて誠実に履行しかつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

（省略）
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　（入札書の金額の数字）
４　入札書に記入する数字はアラビア数字を用い、数字の前には￥（ 円記号）を記入してく
ださい。
　（入札書の記載事項の訂正）
５　記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、使用印を押印するこ
と。ただし、金額の訂正は認めません。また、郵送後の条件付一般競争入札参加申請書、
入札書およびその他必要書類の記載事項の訂正は一切認めません。
　（入札の辞退）
６　郵便入札において、入札を辞退する場合は開札の前日までに辞退届を市長に提出する
こと。また、入札書等の郵送後においても、開札日の前日までは入札辞退を認めます。この
場合、入札を辞退する者は辞退届を市長に提出すること。
　② 辞退届を提出して入札を辞退した場合においても、これを理由に指名等について何ら
不利益な取扱いを受けることはありません。）
　 （入札執行回数）
７　入札執行回数は、１ 回とします。
　（入札書等の提出方法)
８　当該郵便入札に参加する者は、入札書に記名押印し、大和郡山市が指定する記載方法
の封筒へ封入し、指定された入札書の郵送到達期限までに簡易書留郵便により、指定の宛
先まで郵送すること。
　②提出された入札書等は、書換え、引換え又は撤回することはできません。
　（無効の郵便入札)
９　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。この場合、無効とした入札書等
は返却しません。
( 1 ) 市長が定める入札条件に違反した入札
( 2 ) 入札書に記名押印のない入札
( 3 ) 入札書、郵送用封筒、その他必要書類の数字又は文字の誤脱等により必要な事項を
確認できない入札
( 4 ) 同一の入札参加者が２通以上の入札書を提出した入札
( 5 ) 直接入札担当課に持参するなど郵便入札の方法によらない入札
( 6 ) 期限までに到達しなかった入札書による入札
( 7 ) 簡易書留郵便以外の方法による入札
( 8 ) 入札書以外のものが同封された入札
( 9 ) 談合その他不正な行為によって行われたと認められる入札
(10) その他、指示した条件に違反すると認められる入札 
　（開札）
10　開札は、市職員による開札事務従事者、当該入札事務に関係のない職員及び開札立
会人により執行します。
　②　開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、その時点
で開札立会人にくじを引かせて落札者を決定します。この場合、開札立会人がくじを引かな
い場合は、代わりに当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
　③ 開札の立ち会いを希望する入札者は、令和4年6月16日（木）17時までに、電子メール
にてスポーツ推進課のE-Mailアドレス（sports@city.yamatokoriyama.lg.jp）に申し込みをする
こと。
　（入札の延期、中止及び取消し)
11　郵便入札において郵便事情等により事故が発生したとき、又は不正な行為等により、必
要があると認めるときは、入札の延期、中止又は取消を行います。
　（落札者の決定)
12　予定価格以下で、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。落札者を決定した
場合は、速やかに当該落札者に通知し、入札結果を書面により閲覧に供します。
　（契約書の提出）
  13　落札者は、落札の申し渡しを受けたときは、その日を含めて５日以内（大和郡山市の休
日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）に契約書に記名押印のうえ提出して
ください。
　（落札の無効）
14　落札者が、前項の期間内に記名押印した契約書を市に提出しないときは、その落札は
無効とします。
　（異議の申し立て）
15　入札者は、入札後、この心得その他の入札の内容の不明を理由として、異議を申し立
てることができません。

14　入札上の注意

つづき
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つづき 入札書は下図のように封書に記載して封入し、簡易書留郵便で郵送到着期限までに送付

してください。

封筒は中の入札金額等が透けてみえないものを使用してください。

14　入札上の注意 入札書を提出する封筒の記載方法

　

印 印印

簡
易
書
留

簡易書留

郵便相当

額の切手

大和郡山市産業振興部スポーツ推進課　内

大和郡山市長　上田　清　様

〒　639-1198

奈良県大和郡山市北郡山町248番地4

入 札 件 名

納 入 場 所

開札年月日

商 号

代 表 者 名

連 絡 先

担 当 者 名

大和郡山市馬司町地内他

大和郡山市立地域スポーツ会館体育館照明修繕

条件付一般競争入札　入札書在中

▲▲　▲▲

連絡先電話番号

代表取締役　■■■■

株式会社　●●●●

10:00令和4年6月17日(金)
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入札書の記載方法

切
り
取
っ
て
封
筒
に
お
貼
り
く
だ
さ
い
。

 

入　　札　　書

　１　件　　名

　２　納入場所

大和郡山市立地域スポーツ会館体育館照明修繕

大和郡山市馬司町地内他

大和郡山市長　上　田　　清　様

　３　入札金額 円￥

　　大和郡山市契約規則により上記のとおり入札いたします。

　　　　年　　月　　日

住所

商号又は名称 印

代表者氏名 印

開札日の前日までの日付を記載

住所・入札業者名・代表者名を
記載のうえ、代表者印を押印

｢￥｣を記載

入札書記載例

入
札

件
名

納
入

場
所

開
札

年
月

日

商
号

代
表

者
名

連
絡

先

担
当

者
名

大
和

郡
山

市
産

業
振

興
部

ス
ポ

ー
ツ

推
進

課
　

内

大
和

郡
山

市
長

　
上

田
　

清
　

様

令
和

4
年

6
月

1
7
日

(金
)

1
0
:0

0

大
和

郡
山

市
馬

司
町

地
内

他

条
件

付
一

般
競

争
入

札
　

入
札

書
在

中

大
和

郡
山

市
立

地
域

ス
ポ

ー
ツ

会
館

体
育

館
照

明
修

繕

〒
　

6
3
9
-
1
1
9
8

奈
良

県
大

和
郡

山
市

北
郡

山
町

2
4
8
番

地
4
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参 全 消 消 質 価
N 16 84 18 2. 13
  
L 17 87 19 3. 14

施工仕様書
１.業務名

大和郡山市立スポーツ会館体育館照明修繕

2.業務の目的

スポーツ会館8施設の老朽化した照明灯をＬＥＤ照明灯に交換することで、温室効果ガス排出量の削減

及び消費電力抑制、また、維持管理費の削減を図る。

3.業務内容

(1) 灯具及び設置に必要な付属品一式の修繕

(2) 灯具及び設置に必要な付属品一式の取替工事（廃棄物の処分を含む。ただし、委託者がＰＣＢ含有廃

棄物と認めるものの処分については除く）

4.対象施設

大和郡山市立スポーツ会館体育館8施設（詳細は別表1を参照）

5.照明器具の仕様等

(1) 対象の物品は、下記に示すいずれかの対象照明一覧の性能（全光束）及び価格において同等品以上

とすること。

なお、同等品を使用する際は、令和４年６月３日（金）１７時までに機器の仕様が分かる資料を提出の

うえ、発注者の承認を得ること。

(2) 物品の灯具は国内メーカーのものとすること。

(3) 交換する物品は、既設の建物に配慮して天井等建物の補修をしなくてもよい器具を選定すること。

(4) 既設の器具の取付方法・状態を理解するために、現地を調査すること。

(5)新設照明灯の灯具等一式の仕様について以下の要件を満たすこと。

競技場面はＪＩＳＺ９１２７スポーツ照明基準の運動競技区分「Ⅱ」をベースとする。

(6)対象器具は現段階では調光を使用しないが、いずれ調光が必要になった場合に新たな配線工事が発

生しないように、予め無線調光ができる商品を選定すること。

ア 器具

(ｱ) 無線調光制御対応とするための器具が必要な場合は、保護カバーを設置するとともに既存１箇所に

つき１台施工すること。

(ｲ) 調光制御端末は、体育館内で操作出来るものとすること。

(ｳ) 調光制御は操作端末から行うものとし、調光パターンの設定については、施設管理者と協議し対応

すること。

(ｴ) 調光可能型とすること。

(ォ)調光設定のためのリモコン等は、既存１箇所につき１台用意すること。

イ 光色

相関色温度約４５００～６５００Ｋとする。

ウ 演色性

ＪＩＳＺ９１２７スポーツ照明基準の平均演色評価数Ｒａ70以上を適用する。

エ 設計寿命

６０，０００時間以上

参考品番 全光束 消費電力 消費効率 質量 価格
NYM20151ZRZ9 16,000lm 84.6ｗ 189.1lm/ｗ 2.6Kg 133,000円

又は
LEDJ-16005N-XD9 17,100lm 87.6ｗ 195.2lm/ｗ 3.2Kg 148,000円
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オ グレア

グレアについては、完全に避けることはできないが、競技中の選手の視界が阻害される場合、別途発注

者との協議の元、追加で調光を行うなど対策を行うこと。

カ その他

照明をワイヤー等で固定し天井躯体と結ぶなどし、落下防止対策を徹底すること。また、ＬＥＤ照明灯等

には、防球のため、下面ガード（参考品番：NYK00106又はLEDX-10071G）を装備すること。

6.ＬＥＤ照明灯の取替工事

(1) 受注者は、取替工事及び検査を含むすべての作業について、契約締結後から令和４年９月３０日まで

の休館予定期間内で実施工程とすることとし、作業時間は原則午前９時から１７時までとする。

なお工事日程は受注者が直接指定管理者と打ち合わせを行い、工期内に完工するように工期調整を

行うこと。指定管理者の連絡先については、発注者側より受注者にのみ伝えるものとする。

作業対象箇所：体育館8施設内、高天井照明、計160台（別表1参照）

(2) 現地確認等

受注者は、物品の設置工事を円滑に実施するための設置工事に先立って、次の内容について、現地

確認するとともに、発注者と協議し作業工程を決定するものとする。

ＬＥＤ照明更新後図面による現状の既設器具の設置状況の確認

実際にかかる工事期間を捻出して正確な工事計画の提出

取替工事中に発生した事故については、受注者の責任及び費用負担で対応すること。

(3)仮設・養生工に関する留意事項

(ｱ) 受注者は、既設フローリングに傷等をつけないように、シート・合板・ゴムマット養生を行うと共に、現

場建物等に損傷を与えることの無いように十分に注意すること。なお、万一損傷した場合は、受注者

の責任及び費用負担において補修または復旧を行うこと。

(ｲ) 器具等の保管場所については、発注者と協議すること。

(ｳ)受注者は、既設の照明器具を撤去し、撤去した器具は関係法令に基づき適切な処分を行うこと。な

お、撤去された灯具等の発生材の処理については、全て、施設外に搬出し、建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律、その他関係法令に従い適切に処理すること。検査においては、マニフェスト等を確認することと

する。

(ｴ)受注者は、照明灯設置後、照度について速やかに校正証の有る照度計によって照度実績を行い、性

能を確認するものとする。

7．必要書類の提出

受注者は施工後速やかに発注者に施工写真（前・中・後）、施工で確認した結果を証する書類等を提出

すること。また、管理・修繕等に必要な書類一式を施工施設分を含めた数を準備し提出すること。また、基

本料金の変更について、必要と判断した場合は、電力会社への手続きを行うこと。

その他必要が生じた場合は、発注者より指示に従い、必要な書類を作成・提出すること。
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別表1：大和郡山市立スポーツ会館　施設リスト

1

2

3

4

5

6

7

8

大和郡山市立                  
馬司町スポーツ会館

大和郡山市立
今国府町スポーツ会館

施設の所在地施設の名称

大和郡山市立
九条スポーツ会館

大和郡山市立                   
 小泉西方スポーツ会館

大和郡山市立                   
小泉出屋敷スポーツ会館

大和郡山市立                   
 宮堂町町スポーツ会館

大和郡山市馬司町941番地2

大和郡山市今国府町380番地1

大和郡山市山田町803番地3

大和郡山市矢田町5518番地4

大和郡山市九条町852番地

大和郡山市小泉町1506番地1

大和郡山市小泉町2690番地1

大和郡山市宮堂町1番地1

大和郡山市立                  
山田町スポーツ会館

大和郡山市立                   
 新町スポーツ会館

0

水銀灯 LED

照明数

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

160

交換対象数

20

20

20

20

20
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